
 入札参加者の皆様へ  

令和８年３月３１日  

宇都宮市上下水道局企業総務課  

 
入札契約制度の見直し等について 

 

本市の入札契約制度につきまして，下記のとおり見直し等を行いますので，お

知らせいたします。詳細につきましては別紙を参照してください。 

 

記 

 

１ 法改正に係る対応について 

工事費内訳書の運用改正及び契約約款の変更を行います。 

 

２ 総合評価落札方式における評価項目の配点等の一部見直しについて 

  評価項目の配点や，評価基準の見直しを行います。 

 

３ 週休２日制工事の一部運用変更について 

  受注者希望型に「交替制」を導入することや，履行実績確認の簡素化を行います。 

 

４  適用日 

令和８年４月１日以降に公告する案件から適用 
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１ 法改正に係る対応について 

 

 (1) 工事費内訳書 

    建設業法や入札契約適正化法の改正により，工事費内訳書への労務費等の内

訳明示が義務化されたため，入札時に提出する工事費内訳書について，以下の

とおり取り扱います。 

 

    項目及び金額についての記載必須 

               （※記載がない場合，入札を無効とします。） 

    ＜項目＞ 

     ・直接工事費のうち「材料費」「労務費」 

     ・現場管理費のうち「法定福利費」「建退共掛金」 

     ・工事価格のうち「安全衛生経費」 

     ただし，法定福利費以外の項目については，すべてを計上できない場合，

「算出不能」，「計上不可」等その旨が分かるように記載し，一部のみを計

上できない場合はその旨を記載し，計上可能な分のみ記載する。 

 

    ※契約締結後に提出する請負代金内訳書の様式については，技術監理室にご

確認ください。 

 

(2) 建設工事請負契約約款の改正 

建設業法や入札契約適正化法の改正や近年の社会情勢に対応するため，下記の

項目について，追加等を行います。 

 

 内容 

追加 
請負代金内訳書に

明示する項目 

法定福利費に加え，材料費，労務費，安

全衛生経費，建退共済金を追加 

新設 

他機関が発注した

工事との調整 

他機関の発注工事が施工上密接に関連

する場合，必要に応じて，発注者が他機

関との調整を行う旨の規定 

協議不調等の場合

における不利益取

扱いの禁止 

請負代金の変更等について，受発注者間

の協議が整わなかった等をもって不利

益な取扱いを行わないことを明確化 

見直し 前払金の使途 

現場管理費及び一般管理費等のうち当

該工事の施工に要する費用に充てるこ

とを可能とする特例が，令和８年度から

恒久化されたことを踏まえて見直し 

   

 

 

別 紙 
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２ 総合評価落札方式における評価項目の配点等の一部見直しについて 

 

(1) 「企業能力評価」における「先進取組」の評価点の配点 

   先進取組について，以下のとおり改正します。 

 

 

 (2) 「若手・女性技術者評価」の評価基準 

評価基準について，以下のとおり改正します。 

 

 評価基準 

現行 

配置予定の「監理技術者」，「主任技術者」又は「現場代理人」が 

以下に該当する場合に評価 

・３５歳以下であり，国家資格等を有する者又は実務経験１０年以上の者 

・３６歳以上であり，国家資格等取得後５年以内又は実務経験５年以上 

 １０年以下の者 

・女性 

改正後 

配置予定の「監理技術者」，「主任技術者」又は「現場代理人」が 

以下に該当する場合に評価 

・４０歳以下であり，国家資格等を有する者又は実務経験１０年以上の者 

・女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 配点 
現行 改正後 

評価基準 評価点 評価基準 評価点 

・若手・女性技術者評価 

・週休２日制工事施工実績 

・ＣＣＵＳ導入 

1.00 

― ― ３項目 1.00 

２項目 1.00 ２項目 0.50 

１項目 0.50 １項目 0.25 

０項目 0 ０項目 0 
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３ 週休２日制工事の一部運用変更について 

 

(1) 土木工事における受注者希望型の見直し 

  土木工事について，受注者希望型に「交替制による週休２日制工事」を追加

します。 

 

交替制とは，現場閉所せず，技術者等が交替しながら休日を確保するもので

あり，その週休２日の評価区分や経費の補正については以下のとおりです。 

  なお，工事成績評定の点数については，変更ありません。 

 

【評価区分】 

 完全週休２日 月単位週休２日 通期の週休２日 

現場閉所 

（４週８休以上） 
土日を現場閉所 

全ての月において 

現場閉所率が 

28.5％（8日/28 日） 

以上 

現場閉所率が 

28.5％（8日/28 日） 

以上 

交替制 

全ての週において 

技術者等の休日率が 

28.5％（2日/7 日） 

以上 

全ての月において 

技術者等の休日率が 

28.5％（8日/28 日） 

以上 

技術者等の休日率が 

28.5％（8日/28 日） 

以上 

 

【経費の補正】 

受注者希望型（交替制） 労務費 現場管理費率 

完全週休２日 1.02 1.03 

月単位週２日 1.02 1.02 

 

(2) 履行実績確認の簡素化 

 土木工事・営繕工事における，履行実績の確認の簡素化を以下のとおり行い

ます。 

 

  毎月の「休日取得計画及び実施書」等による監督員への報告を不要とし，工

事完了の見込みが立った段階（監督員の判断）で，実績を記載した「休日取得

計画及び実施書」等を監督員へ提出する。 

※ただし，工事完了の見込みが立っていない段階でも，監督員の判断で，実施

状況を確認するため，工期途中で提出を求めることもあります。 


